
別表２

「扶養認定」添付書類一覧表

【注意事項】

☑夫婦共同扶養の場合（配偶者を扶養していない方が子を扶養に入れる場合）は、「配偶者の収入証明（源泉徴収票または所得証明書）」が必要です。

☑両親のうち、片親だけを扶養に入れる場合等、扶養認定対象者に配偶者がいる場合には、「配偶者の収入証明（源泉徴収票または所得証明書）」が必要です。

※上記収入証明は、配偶者を扶養に入れている場合や配偶者がいない場合（死別・離婚等）は添付不要です。

その他、扶養認定審査上、必要に応じて、追加書類の提出をお願いする場合もあります（中途採用者の被扶養者、被扶養者が外国人である場合などを含む）。
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配偶者

（内縁含む）

無職・無収入 ● ●学生のみ ●結婚時 ●④～⑧の該当書類を添付 ●60 歳以上 ●

収入がある場合 ● ●学生のみ ●結婚時 ●①～③の該当書類を添付 ●60 歳以上 ●

子 供

（養子含む）

高校生以下 ●出生時 ●養子 ● ●

１８歳以上の学生（予備校含む） ● ● ●養子 ●①～⑦の該当書類を添付 ●

１６歳以上の学生以外（夜間学生含む） ● ●養子 ●①～⑧の該当書類を添付 ● ●
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父母（養父母） ● ● ●養父母 ●①～⑧の該当書類を添付 ●60 歳以上 ● ●

祖父母・曽祖父母 ● ● ●①～⑧の該当書類を添付 ●60 歳以上 ● ●

配偶者の父母・祖父母・曽祖父母 ● ● ● ●①～⑧の該当書類を添付 ●60 歳以上 ●

兄弟姉妹

孫

高校生以下 ● ● ●

１８歳以上の学生

（予備校含む）
● ● ● ●①～⑦の該当書類を添付 ● ●

１６歳以上の学生以外

（夜間学生含む）
● ● ●①～⑧の該当書類を添付 ●60 歳以上 ● ●

配偶者の兄弟姉妹

伯父・伯母

叔父・叔母

甥・姪

曾孫

配偶者の孫・曾孫

内縁の配偶者の子

直系血族の配偶者

高校生以下 ● ● ●

１８歳以上の学生

（予備校含む）
● ● ● ● ●①～⑦の該当書類を添付 ●

１６歳以上の学生以外

（夜間学生含む）
● ● ● ●①～⑧の該当書類を添付 ●60 歳以上 ●

添付書類

被保険者との続柄


